
 

第 11 号 

(令和３年４月 8 日発行) 

重要なお知らせ 

必ずお読みください！ 

1. 令和 3年度のシルバー会員年会費 2,000円と互助会費 1,000円の納入について 

※ 会員は、センター活動に必要な経費に充てるため、会費を支払わなければならないと定められています（定

款第 7条第 1項）。就業されていなくても諸経費(シルバー保険料や切手代、紙代等の事務所経費)がかか

っていますので、全会員年会費を納めてもらわなければなりません。昨年度は 28名(本部 18名、北支部 10

名)もの会員が年会費未納となり、その分他の会員に多大な迷惑がかかってしまうことになり、大変遺憾なこと

です。従って、今年度からは全会員に下記のいずれかの方法で必ず納めていただきます。 

① 昨年度未納の会員については事務所から連絡しますので、現金で今年度分も合わせて納期限の 5月末日

までに本部または北支部に納入してください。 

② 昨年度に「配分金控除同意書」を提出された会員で、先月(3月)に就業があった方は 4月 23日支給の配分

金支給額から差し引きます。また、就業がないと差し引くことができませんので、会費分の就業があった月の

翌月に差し引くことになります。なお、同意書は提出したが、就業されない場合には、事務所から連絡します

ので、納期限までに現金で本部または北支部に納入してもらいます。 

③ コンビニ収納を希望されている会員で配分金控除に変更を希望される会員は、「配分金控除同意書」の提出

が必要ですので、本部事務所に問合せください。 

④ コンビニ収納を希望されている会員については、後日、納付書を送付しますので、必ず納期限の 5月末日ま

でに納入してください。 

⑤ 納入方法が未定の会員については、事務所から連絡しますので、配分金控除(就業する場合)かコンビニ収

納かを決めていただき、納入してもらうか、現金で 5月末日までに納入してもらいます。 

⑥ 年会費が免除される特例は、会費規程第 4条の規定に基づき、会員本人の病気等のやむを得ない理由に

より、1年間就業が出来なかった場合に限り理事長の承認を得て当該年度のみの会費を免除することができ

るとあります。従って、これ以外の理由では免除できませんので、必ず納入してもらいます。 

2. 4月 1日からの配分金単価が改正されました。(別紙資料) 

※ 昨年の 10月及び今年の 3月の理事会で令和 3年度の「配分金基準及び配分金単価」が改正され、若干の

増額となります。4月 1日就業から適用となります。 

※ 会員の皆さんが就業して受け取る配分金(報酬)ですので、現在就業しているのがどれくらいになるのかをしっ

かり確認してください。 

※ 配分金単価を見て、就業を変わりたいとかと思った会員は遠慮なく本部事務所に連絡ください。 

※ 自分が就業した日と時間はしっかりメモしておき、翌月に支給される配分金総額を確認してください。少なか

ったり、多かったりしたときは、至急本部事務所に連絡ください。 
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3. 就業期間を 3年間とする職種について(別紙資料) 

※ 3年間とされた職種については、現在交替の調整中です。シルバー事業の基本理念である「共助」「共働」に

基づくものであり、会員の皆さんに就業する機会を公平にする上での対応ですので、ご理解ください。 

※ 3年間以外の職種、例えば班で就業する場合とか、複数名で就業する場合については、現在の就業会員よ

り 1名以上増員し、交替での就業をお願いしていきます。 

4. 就業規約の一部改正について(別紙資料) 

※ 今回の改正は朱書きのところです。就業規約は会員の皆さんが就業していく上での「きまり」であり、一人一人

が守らなければなりません。今年度の仕事始めにあたり、規約を全文読んで自覚と責任をもって就業してくださ

い。この規約に反した行為があれば、お互いに注意し合ってください。 

5. 今年度の「定時総会」の開催について 

※ 新型コロナウィルスの感染状況、ワクチン接種の時期等を考慮し、またシルバー会員は高年齢者であることを

考え、3月の理事会で昨年度と同じ方法とし、下記のとおりの開催となりました。 

① 日 時  令和 3年 5月 29日（土）午前 9時開会 

② 場 所  センター本部会議室   ③ 議決方法  「書面議決書」による議決 

④ 参 加 者  法人役員、互助会役員、10年表彰の受賞者、令和 2年度の安全標語表彰者 

班長及び現場責任者（代理は可）等 

※ 後日、別途、議案書等は送付します。互助会の通常総会については、定時総会終了後で上記の参加者等

での開催となります。こちらについても案内が送付されます。 

6. 令和 2年度の安全標語の選考結果について 

※ 2月 22日の「広報活動委員会」で選考され、3月 26日の理事会で承認されました。 

※ 受賞者には、後日、選考結果の決定通知と表彰式案内状を送付します。 

会員の部    最優秀賞 「健康管理で 安全就業 今日も笑顔の幸せ家族」 (池田清俊会員) 

優秀賞 「年齢(トシ)忘れ 社会奉仕に流す汗 心合わせて 安全作業」 (松山輝喜会員) 

優秀賞 「安全意識は 一人一人の声掛けから」 (児玉道子会員) 

優秀賞 「心の余裕 心の安定 いざ！就業」 (肥後健幸会員) 

役員・職員の部 優秀賞 「無事故は 仲間の思いやりと 気くばり心くばりから」 (徳丸髙雄副理事長) 

優秀賞 「安全就業 心のゆとり 時間のゆとりから」 (二宮眞由美事務局次長) 

7. 県シルバー人材センター連合会からの「マスク」と「シルバーだより」の配付について 

※ マスクを同封しますので活用してください。 

8. ユニクロのダウン商品をセンターで回収します。(別紙資料) 

※ 会員以外の家族の方の分も回収できます。但し、会員名での持込みとなり、500円クーポンは会員のみに配

付となります。破損していても OKです。使用しなくなったダウン商品があれば、4月 30日までに本部または

北支部にご持参ください。 

★お問い合わせや就業相談等は気軽にご連絡ください。 本部連絡先  電話 25-1000 


